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2023年
原子力事業者防災業務計画の修正について

（案）
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背景・経緯
１．背景・経緯

原子力事業者防災業務計画は、原子力災害対策特別措置法（ 以下、「原災法」という。）第７条
に基づき、毎年検討を加え、必要な箇所について修正を行っている。

２０２３年における定期修正の主な内容は、以下のとおり。

２．主な修正内容
（１）原子力安全研究協会に係る追記に伴う修正 【再処理、濃縮、埋設】

原子力災害時における医療体制整備について、電力大で原子力安全研究協会と2020年度から委
託契約を締結している。昨年度、委託先を明確にするよう原子力規制庁から指導を受け、防災業務計
画定期修正時に「原子力安全研究協会」の追記を行った。
今般、事業者及び原子力安全研究協会で管理している資機材や業務範囲等を防災業務計画に反

映することで調整が整ったことから、委託体制を除く原子力安全研究協会に係る記載を追記する。
なお、原子力安全研究協会の支援スキームについては、長期的な医療体制の構築等高度化ができ

た時点で追記する。また、その他についても検討の都度、記載を充実化していく予定。
（２）救護班の要員見直しに伴う修正【再処理、濃縮、埋設】
（３）通報様式への地震加速度の追加に伴う修正 【再処理】
（４）原子力緊急事態支援組織との連携の取り止めに伴う修正 【濃縮・埋設】
（５）原子力防災組織の一部を委託する法人の追加に伴う修正【濃縮】
（６）記載の適正化

①その他防災資機材の記載の見直しに伴う修正【再処理、濃縮、埋設】
②排気モニタ単位の見直しに伴う修正【埋設】
③誤記、見直しに伴う修正【再処理、濃縮】



修正内容
（１）原子力安全研究協会に係る追記に伴う修正
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（背景）
2022年3月に実施した関西電力㈱の原子力事業者防災業務計画の修正に係る原子

力規制庁面談において、原子力規制庁から以下の指導があった。

【原子力規制庁の指導】
〇2023 年度以降の修正届出では、資機材等を含めた記載の充実が必要であり、
最終的には美浜の原子力支援センター並みの記載に合わせていくこと。

〇防災組織業務の一部を委託するものや事業者の医療資機材の記載が必要で
あると考えている。

原子力規制庁の指導を踏まえ、原子力事業者防災業務計画に記載することを原子力
安全研究協会と調整し、合意を得たため、2023年度中の各社の原子力事業者防災業務
計画の修正にて、委託体制を除き「原子力緊急事態支援組織」と同程度に原子力安全研
究協会に係る記載についても追記するため、修正する。

修正対象：再処理、濃縮、埋設



修正内容
（１）原子力安全研究協会に係る追記に伴う修正

修 正 前 修 正 後

第２章 原子力災害予防対策

（略）

第６節 関係機関との連携

原子力防災管理者及び社長は、関係機関との連携を取りながら、原子力事業所災害対策を
進めるため、平常時から次の項目に掲げるとおり相互連携を図るものとする。
（１）国との連携

ａ．国の機関（原子力規制委員会、その他関係省庁）と平常時から協調し、防災情報の
収集及び提供等の相互連携を図る。

ｂ．内閣総理大臣、原子力規制委員会又は国土交通大臣から原災法第31条に基づく業
務の報告を求められたときは、その業務について報告を行う。

ｃ．内閣総理大臣、原子力規制委員会又は国土交通大臣から原災法第32条第１項に
基づく事業所の立入検査を求められたときは、その立入検査について対応を行う。

ｄ．原子力防災専門官から原災法第30条第２項に基づく原子力災害予防対策等に関す
る指導及び助言があったときは速やかにその対応を行う。また、原子力防災専門官とは平常
時から協調し、防災情報の収集及び提供等の相互連携を図る。

ｅ．原子力規制委員会又は国土交通大臣から原子炉等規制法第64条第３項に基づく危
険時の措置について命令があった場合は、速やかにその対応を行う。

（２）青森県及び六ヶ所村との連携
ａ．青森県及び六ヶ所村と平常時から協調し、防災情報の収集及び提供等の相互連携を

図る。
ｂ．青森県知事及び六ヶ所村長から原災法第31条に基づく業務の報告を求められたとき

は、その業務について報告を行う。
ｃ．青森県知事及び六ヶ所村長から原災法第32条第１項に基づく事業所の立入検査を

求められたときは、その立入検査について対応を行う。
（３）地元防災関係機関等との連携

地元防災関係機関（北部上北広域事務組合消防本部、六ヶ所消防署、野辺地警察
署、八戸海上保安部、むつ労働基準監督署、（公財）原子力安全技術センター及びその
他関係機関）と平常時から協調し、防災情報の収集及び提供等の相互連携を図る。

また、構内での医療活動が必要な事態が発生した場合に備え、平常時から（公財）原
子力安全研究協会及び医療関係団体との原子力災害医療情報の収集及び提供等の相
互連携を図る。

（略）

第２章 原子力災害予防対策

（略）

第６節 関係機関との連携

原子力防災管理者及び社長は、関係機関との連携を取りながら、原子力事業所災害対策
を進めるため、平常時から次の項目に掲げるとおり相互連携を図るものとする。
（１）国との連携

ａ．国の機関（原子力規制委員会、その他関係省庁）と平常時から協調し、防災情報の
収集及び提供等の相互連携を図る。

ｂ．内閣総理大臣、原子力規制委員会又は国土交通大臣から原災法第31条に基づく業
務の報告を求められたときは、その業務について報告を行う。

ｃ．内閣総理大臣、原子力規制委員会又は国土交通大臣から原災法第32条第１項に
基づく事業所の立入検査を求められたときは、その立入検査について対応を行う。

ｄ．原子力防災専門官から原災法第30条第２項に基づく原子力災害予防対策等に関す
る指導及び助言があったときは速やかにその対応を行う。また、原子力防災専門官とは平常
時から協調し、防災情報の収集及び提供等の相互連携を図る。

ｅ．原子力規制委員会又は国土交通大臣から原子炉等規制法第64条第３項に基づく危
険時の措置について命令があった場合は、速やかにその対応を行う。

（２）青森県及び六ヶ所村との連携
ａ．青森県及び六ヶ所村と平常時から協調し、防災情報の収集及び提供等の相互連携を

図る。
ｂ．青森県知事及び六ヶ所村長から原災法第31条に基づく業務の報告を求められたとき

は、その業務について報告を行う。
ｃ．青森県知事及び六ヶ所村長から原災法第32条第１項に基づく事業所の立入検査を

求められたときは、その立入検査について対応を行う。
（３）地元防災関係機関等との連携

地元防災関係機関（北部上北広域事務組合消防本部、六ヶ所消防署、野辺地警察
署、八戸海上保安部、むつ労働基準監督署、（公財）原子力安全技術センター及びその
他関係機関）と平常時から協調し、防災情報の収集及び提供等の相互連携を図る。

また、構内での医療活動が必要な事態が発生した場合に備え、平常時から別表22に示
す資機材を維持管理するとともに、別表23に定める（公財）原子力安全研究協会を含む
医療関係団体との原子力災害医療情報の収集・提供等、相互連携を図る。

（略）

修正内容：【本文】 第２章 原子力災害予防対策 第６節 関係機関との連携
※比較表本文は、再処理事業部を例として記載。
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修正対象：再処理、濃縮、埋設
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修正内容
（１）原子力安全研究協会に係る追記に伴う修正

修 正 前 修 正 後

修正内容：別表22 医療関連資機材（新規追加）
※比較表添付は、再処理事業部を例として記載。濃縮は別表19、埋設は別表18

修正対象：再処理、濃縮、埋設
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修正内容
（１）原子力安全研究協会に係る追記に伴う修正

修 正 前 修 正 後

修正内容：別表23 原子力安全研究協会（新規追加）
※比較表添付は、再処理事業部を例として記載。濃縮は別表20、埋設は別表19

修正対象：再処理、濃縮、埋設



修正内容
（２）救護班の要員見直しに伴う修正
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（背景）
各事業部救護班員は、働き方改革本部より再処理・濃縮各11名、埋設10名を派遣し、

対応している。
これまで、各機能班の職務に対する要員数について、訓練などを通じて適正に配置されてい

るか否かについて検討を行ってきたところである。
今般、職務の一部が、他の機能班と重複していること、また、原子力安全研究協会との委託

内容に含まれていることから要員数を削減しても職務に影響を及ぼすことがないため見直しを行
い、記載を修正する。なお、見直しに伴い削減した要員は、今後、原子力安全研究協会との
支援に係る対応要員として、教育・訓練などを行っていく予定。

修正対象：再処理、濃縮、埋設



修正内容
（２）救護班の要員見直しに伴う修正

修 正 前 修 正 後

修正内容：別図1 事業部対策本部の組織と職務
※比較表別図は、再処理事業部を例として記載。
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修正対象：再処理、濃縮、埋設
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修正内容
（２）救護班の要員見直しに伴う修正

修 正 前 修 正 後

修正内容：別表４ 原子力防災要員の職務と配置
※比較表別表は、再処理事業部を例として記載。

修正対象：再処理、濃縮、埋設
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修正内容
（3）通報様式への地震加速度の追加に伴う修正

修正対象：再処理

（背景）
2023年5月18日、原子力規制庁と電力との面談において、「地震発生における地震加

速度の連絡方法」について、地震発生時、原子力事業所所在市町村における震度6弱未
満の場合（情報収集事態以下）の通報様式にも原子力事業者防災業務計画に定める
警戒事態発生時の通報様式と同様に地震加速度（Gal 数）及びトリップ設定値を記載
するよう指導があった。

その後、6月1日に弊社に対しても同様の指導があり、当社施設は、スクラム（トリップ）
するような設備は存在していないこと、地震計の設置は、再処理施設が観測用で設置して
いるものの、濃縮・埋設については、設置していないことから、再処理事業部（廃棄物管理
含む）のみ通報様式に追記することとし、定期修正までの間は暫定運用を行うこととした。
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修正内容
（3）通報様式への地震加速度の追加に伴う修正

修正対象：再処理

修正内容：様式７ 警戒事態該当事象発生連絡
※比較表添付は、様式７－１（再処理施設）を例として記載。様式７－２（廃棄物管理施設）も修正

修 正 前 修 正 後
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修正内容
（3）通報様式への地震加速度の追加に伴う修正

修正対象：再処理

修正内容：様式８ 警戒事態該当事象発生後の経過連絡
※比較表添付は、様式８－１（再処理施設）を例として記載。様式８－２（廃棄物管理施設）も修正

修 正 前 修 正 後
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修正内容
（3）通報様式への地震加速度の追加に伴う修正

修正対象：再処理

修正内容：様式９ 特定事象発生通報
※比較表添付は、様式９－１（再処理施設）を例として記載。様式９－２（廃棄物管理施設）も修正

修 正 前 修 正 後
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修正内容：様式10 特定事象発生通報（事業所外運搬）

修正内容
（3）通報様式への地震加速度の追加に伴う修正

修正対象：再処理

修 正 前 修 正 後
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修正内容
（3）通報様式への地震加速度の追加に伴う修正

修正対象：再処理

修正内容：様式11 応急措置の概要
※比較表添付は、様式11－１（再処理施設）を例として記載。様式11－２（廃棄物管理施設）も修正

修 正 前 修 正 後
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修正内容：様式12 応急措置の概要（事業所外運搬）

修正内容
（3）通報様式への地震加速度の追加に伴う修正

修正対象：再処理

修 正 前 修 正 後



修正内容
（4）原子力緊急事態支援組織との連携の取り止めに伴う修正
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（背景）
2016年12月に原子力緊急事態支援組織（以下、「支援組織」という。）※ の本格運

用開始に伴い 「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力
事業者防災業務計画等に関する命令」第２条第２項第７号を受け、当社としては再処理
施設に対して要求がなされていた。

当時、濃縮事業部および埋設事業部に対しては、必要性等についての確認がなされず、
一律、横並びで記載することになった。

そのため、今回の修正において以下の理由から、防災業務計画から支援組織に関する記
載を削除する。
➣ 法令上、支援組織の記載については、試験研究用等原子炉設置事業者、発電用

原子炉設置事業者、再処理事業者であり、加工事業者および廃棄物埋設事業者
には要求されていない。

➣ 加工事業者および廃棄物埋設事業者では、支援組織の目的である高線量化において
従事する者が容易に立ち入ることができない場所は、存在しない。

➣ 遠隔操作可能な資機材を使用することは想定できない。
➣ 必要性がなくても、毎年、対策組織要員を「美浜原子力緊急事態支援センター」に

おいて操作技能を習得するための訓練に参加させる必要がある。

※当該支援組織は、原子力災害に伴い高線量化により従事者が容易に立ち入ることができない場所において、遠隔操作可能な
資機材の管理・支援を行う外部組織（美浜原子力緊急事態支援センター：日本原子力発電株式会社）。

修正対象：濃縮、埋設



修正内容
（4）原子力緊急事態支援組織との連携の取り止めに伴う修正

修 正 前 修 正 後

第１章 総則
（略）

第２節 用語の定義
（略）

（11）原子力災害事後対策
原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害（原子力災害が

生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るために実施すべ
き対策（原子力事業者が、原子力損害の賠償に関する法律（昭和36年法律第
147号。）の規定に基づき同法第２条第２項に規定する原子力損害を賠償すること
を除く。）をいう。

（略）
（28）原子力緊急事態支援組織

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者
防災業務計画等に関する命令（平成24年文部科学省・経済産業省令第４号。以
下「防災業務計画等命令」という。）第２条第２項第７号に規定する、放射性物質
による汚染により原子力事業所災害対策に従事する者が容易に立ち入ることができな
い場所において当該対策を実施するために必要な遠隔操作が可能な装置その他の資
材又は機材及びこれらを管理し、原子力災害が発生した原子力事業者への支援を行
う外部組織をいう。

（29）地域防災計画
災対法第２条第10号に基づき作成された青森県地域防災計画（原子力災害

対策編）及び六ヶ所村地域防災計画（原子力災害対策編）をいう。
（30）緊急時対策所

防災業務計画等命令第２条第３項第１号に規定する、原子力事業所災害対
策の実施を総括管理するための施設をいう。

（31）全社対策本部室
原子力事業所災害対策の重要な事項に係る意思決定を行い、かつ、緊急時対策

所において行う原子力事業所災害対策の統括管理を支援するための施設（原子力
施設事態即応センター）をいう。

（32）原子力事業所災害対策支援拠点
防災業務計画等命令第２条第３項第２号に規定する、原子力事業所災害対

策の実施を支援するための原子力事業所の周辺の拠点をいう。

（略）

第１章 総則
（略）

第２節 用語の定義
（略）

（11）原子力災害事後対策
原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害（原子力災害が

生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るために実施すべ
き対策（原子力事業者が、原子力損害の賠償に関する法律（昭和36年法律第
147号。）の規定に基づき同法第２条第２項に規定する原子力損害を賠償すること
を除く。）をいう。

（略）
0

0
0
0
0
0
0

0
（28）地域防災計画

災対法第２条第10号に基づき作成された青森県地域防災計画（原子力災害
対策編）及び六ヶ所村地域防災計画（原子力災害対策編）をいう。

（29）緊急時対策所
防災業務計画等命令第２条第３項第１号に規定する、原子力事業所災害対

策の実施を総括管理するための施設をいう。
（30）全社対策本部室

原子力事業所災害対策の重要な事項に係る意思決定を行い、かつ、緊急時対策
所において行う原子力事業所災害対策の統括管理を支援するための施設（原子力
施設事態即応センター）をいう。

（31）原子力事業所災害対策支援拠点
防災業務計画等命令第２条第３項第２号に規定する、原子力事業所災害対

策の実施を支援するための原子力事業所の周辺の拠点をいう。

（略）

修正内容：【本文】第１章 総則 第2節 用語の定義
※比較表本文は、濃縮事業部を例として記載。

17

修正対象：濃縮、埋設



修正内容
（4）原子力緊急事態支援組織との連携の取り止めに伴う修正

修 正 前 修 正 後

第２章 原子力災害予防対策

（略）

第６節 関係機関との連携

原子力防災管理者及び社長は、関係機関との連携を取りながら、原子力事業所災害
対策を進めるため、平常時から次の項目に掲げるとおり相互連携を図るものとする。

（略）

（４）当社以外の原子力事業者との連携
「青森県内原子力事業者間安全推進協力協定」に基づき、当社以外の原子力事

業者と平常時から協調し、防災情報の収集及び提供等の相互連携を図る。
（５）原子力緊急事態支援組織との連携

ａ．社長は、遠隔操作が可能な装置等の操作が円滑に実施できるよう、次に掲げる事
項についてあらかじめ別表18に示す原子力緊急事態支援組織と調整しておく。

（ａ）原子力緊急事態支援組織が配備する装置及び資機材等
（ｂ）原子力緊急事態支援組織が配備する装置及び資機材等の保守要領、点検記

録の保管
（ｃ）原子力緊急事態支援組織が配備する装置及び資機材等の保管方法、保管場

所
ｂ．原子力防災管理者は、原子力緊急事態支援組織に事業所の原子力防災要員を

定期的に派遣し、遠隔操作が可能な装置等の操作に関する技能を習得させ、原子力
事業者災害対策の円滑な実施に資する。

（略）

第２章 原子力災害予防対策

（略）

第６節 関係機関との連携

原子力防災管理者及び社長は、関係機関との連携を取りながら、原子力事業所災害
対策を進めるため、平常時から次の項目に掲げるとおり相互連携を図るものとする。

（略）

（４）当社以外の原子力事業者との連携
「青森県内原子力事業者間安全推進協力協定」に基づき、当社以外の原子力事

業者と平常時から協調し、防災情報の収集及び提供等の相互連携を図る。
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0

（略）

修正内容：【本文】第１章 総則 第2節 用語の定義
※比較表本文は、濃縮事業部を例として記載。
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修正対象：濃縮、埋設



修正内容
（２）原子力緊急事態支援組織との連携の取り止めに伴う修正

修 正 前 修 正 後

第４章 第１次緊急時態勢発令時の措置

（略）

第３節 応急措置の実施

（略）

７．当社以外の原子力事業者等への応援要請
事業部対策本部長は、当社以外の原子力事業者及び原子力緊急事態支援組織か

らの応援が必要なときは、全社対策本部長に要請する。全社対策本部長は、原子力事
業者間の協力協定等に基づき当社以外の原子力事業者及び原子力緊急事態支援組
織に応援を要請する。

（略）

第５章 第２次緊急時態勢発令時の措置

（略）

第３節 緊急事態応急対策等の実施

（略）

４．当社以外の原子力事業者等への応援要請
事業部対策本部長は、当社以外の原子力事業者及び原子力緊急事態支援組織か

らの応援が必要なときは、全社対策本部長に要請する。
また、全社対策本部長は、原子力事業者間の協力協定等に基づき当社以外の原子

力事業者及び原子力緊急事態支援組織に応援を要請する。

（略）

第４章 第１次緊急時態勢発令時の措置

（略）

第３節 応急措置の実施

（略）

７．当社以外の原子力事業者等への応援要請
事業部対策本部長は、当社以外の原子力事業者からの応援が必要なときは、全社

対策本部長に要請する。全社対策本部長は、原子力事業者間の協力協定等に基づき
当社以外の原子力事業者に応援を要請する。

（略）

第５章 第２次緊急時態勢発令時の措置

（略）

第３節 緊急事態応急対策等の実施

（略）

４．当社以外の原子力事業者等への応援要請
事業部対策本部長は、当社以外の原子力事業者からの応援が必要なときは、全社

対策本部長に要請する。
また、全社対策本部長は、原子力事業者間の協力協定等に基づき当社以外の原子

力事業者に応援を要請する。

（略）

修正内容：【本文】第４章 第１次緊急時態勢発令時の措置 第３節 応急措置の実施
第５章 第２次緊急時態勢発令時の措置 第３節 緊急事態応急対策等の実施

※比較表本文は、濃縮事業部を例として記載。

19

修正対象：濃縮、埋設
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修正内容
（4）原子力緊急事態支援組織との連携の取り止めに伴う修正

修 正 前 修 正 後

（削除）

修正内容：別表18 原子力事業者間協定に基づく原子力緊急事態支援組織
※比較表添付は、濃縮事業部を例として記載。

修正対象：濃縮、埋設



21

修正内容
（4）原子力緊急事態支援組織との連携の取り止めに伴う修正

修 正 前 修 正 後

（削除）

修正内容：別表18 原子力事業者間協定に基づく原子力緊急事態支援組織
※比較表添付は、濃縮事業部を例として記載。

修正対象：濃縮、埋設



22

修正内容
（4）原子力緊急事態支援組織との連携の取り止めに伴う修正

修 正 前 修 正 後

（削除）

修正内容：別表19 原子力防災組織業務の一部を委託するもの
※比較表添付は、濃縮事業部を例として記載。

修正対象：濃縮、埋設



修正内容
（5）原子力防災組織の一部を委託する法人の追加に伴う修正【濃縮】

23

（背景）
2022年11月に修正した原子力事業者防災業務計画において、UF6等漏えい拡大防止

対処として屋外放水活動を行う「消火班」を原子力災害の発生又は拡大の防止のための対
応として、原子力防災組織に追加した。

その活動を、原子力防災組織の業務の一部を委託することから、防災業務計画等命令第
２条第４項に基づき、記載する。

修正対象：濃縮



24

修正内容
（5）原子力防災組織の一部を委託する法人変更に伴う修正

修 正 前 修 正 後

修正内容：別表18 原子力防災組織業務の一部を委託するもの
※比較表添付は、濃縮事業部を例として記載。

修正対象：濃縮



修正内容
（6）記載の適正化

修 正 前 修 正 後

修正内容：規制庁の指針に基づき、点検内容の追加および配備場所の記載の見直し
別表９ その他の防災資機材 ※比較表添付は、再処理事業部を例として記載。濃縮・埋設は（2/２）なし

25

修正対象：再処理、濃縮、埋設



修正内容
（6）記載の適正化

修 正 前 修 正 後

修正内容：規制庁の指針に基づき、点検内容の追加および配備場所の記載の見直し
別表９ その他の防災資機材 ※比較表添付は、再処理事業部を例として記載。濃縮・埋設は（2/２）なし

26

修正対象：再処理、濃縮、埋設



修正内容
（6）記載の適正化

修 正 前 修 正 後

修正内容：規制庁の指針に基づき、点検内容の追加および配備場所、配備数単位の記載の見直し
別表10 その他の防災資機材 ※比較表添付は、再処理事業部を例として記載。

27

修正対象：再処理、濃縮、埋設



28

修正内容
（6）記載の適正化

修正対象：埋設

修正内容：排気モニタ単位の見直しに伴う修正（ｓ-1⇒min-1）
様式７ 警戒事態該当事象発生連絡

修 正 前 修 正 後



29

修正内容
（6）記載の適正化

修正対象：埋設

修正内容：排気モニタ単位の見直しに伴う修正（ｓ-1⇒min-1）
様式９ 特定事象発生通報

修 正 前 修 正 後



30

修正内容
（6）記載の適正化 ①用語の定義の適正化

修正対象：埋設

修正内容：排気モニタ単位の見直しに伴う修正（ｓ-1⇒min-1）
様式11 応急措置の概要

修 正 前 修 正 後



修正内容
（6）記載の適正化

修 正 前 修 正 後

修正内容：記載の見直し
別表８ その他の防災資機材

31

修正対象：濃縮



修正内容
（6）記載の適正化

修 正 前 修 正 後

修正内容：記載の見直し
別表８ その他の防災資機材

32

修正対象：濃縮



修正内容
（6）記載の適正化

修 正 前 修 正 後

修正内容：誤記修正
別図13 モニタリングポスト配置図

33

修正対象：再処理



今後のスケジュール

34

〇青森県、六ケ所村との修正協議期間 ： 9月中旬～11月中旬の間で協議予定

〇原子力事業者防災業務計画の届出、公表 ： 11月下旬に届出予定

2023年
７月 ８月 ９月 10月 11月 備考

原子力規制庁、青森県・六ケ所村への事前説明

原子力防災専門官からの指導および助言

社内手続き

▽協議申入れ予定(9月中旬予定)

▽協議終了
（11月中旬予定）
（協議結果回答受領）

青森県殿、六ケ所村殿との修正協議(60日間)

▽届出予定
(11月下旬予定）
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